
河野雄一君学位請求論文審査報告 

 

一 論文の構成 

 

 河野雄一君より提出された学位請求論文「エラスムスの思想世界――可謬性・規律・改

善可能性」の構成は、以下の通りである。 

 

序論 

 １ 問題の所在 

 （１）研究の意義 

 （２）構成 

 ２ 先行研究との位置づけ：古典的解釈と近年の研究動向 

 （１）古典的解釈 

 （２）近年の研究動向 

第一章 中近世における「君主の鑑」論とエラスムスの君主論 

 １ はじめに 

 ２ 中世における「君主の鑑」論 

 （１）「君主の鑑」論 

 （２）ジョン・ソールズベリ『ポリクラティクス』 

 （３）トマス・アクィナス『君主の統治について』 

  ３ 十五・十六世紀におけるブルゴーニュ公国とフランスの君主論 

  （１）エラスムス著作におけるブルゴーニュ公国史 

 （２）シャルル突進公時代の廷臣 

 （３）十六世紀初頭フランスの君主論 

 ４ エラスムスの君主論 

 （１）文学と統治 

 （２）専制批判 

 （３）君主・貴族・市民 

 ５ おわりに 

第二章 中世の継承者としてのエラスムス 

 １ はじめに 

 ２ カトリック神学者との論争 

 ３ ルターやルター主義者との論争 

 ４ キケロ主義者批判 

 ５ おわりに 

第三章 エラスムス『リングア』における言語と統治――功罪と規律―― 



 １ はじめに 

 ２ 中世キケロ主義 

 （１）キケロと中世キケロ主義 

 （２）ジョン・ソールズベリ『メタロギコン』 

 ３ エラスムスにおける中世キケロ主義と言語の弊害 

 （１）戦争平和論における中世キケロ主義 

 （２）『リングア』における言語の弊害 

 ４ 『リングア』における統治の二面性 

 （１）統治における功罪――恩恵と弊害―― 

 （２）言語と統治における精神の規律 

 ５ おわりに 

第四章 エラスムスにおける善悪・運命・自由意志 

 １ はじめに 

 ２ エラスムスにおける善悪と人間観 

 （１）理性・情念・人間本性 

 （２）原罪論 

 ３ エラスムスの占星術批判と運命観 

 ４ エラスムスにおける恩寵と自由意志 

 ５ おわりに 

第五章 エラスムスにおける「寛恕」と限界 

 １ はじめに 

 ２ エラスムス統治論における寛恕と刑罰 

 （１）教育と統治における寛恕の両義性 

 （２）『キリスト者の君主の教育』における死刑 

 ３ エラスムス戦争論における発展 

 （１）一五一〇年代半ばの戦争平和論 

 （２）『対トルコ戦争論』 

 ４ エラスムス神学における寛恕と最後の審判 

 （１）エラスムスにおける宗教的異端への寛容 

 （２）『ヒペラスピステス』における悔い改め 

 ５ おわりに 

第六章 エラスムス政治思想における「医術」 

 １ はじめに 

 ２ 「医術」としての統治 

 （１）古代・中世における医学的メタファー 

 （２）『医術礼讃』 



 ３ 暴君放伐論と抵抗 

 （１）中世における暴君放伐論 

 （２）『暴君殺害』 

 （３）エラスムスにおける抵抗と君主政 

 ４  治療法としてのキリストの精神 

 （１）『リングア』におけるキリスト教社会の分裂 

 （２）『教会和合論』における希望 

 ５ おわりに 

結論 

参考文献 

 

二 内容の紹介 

 

 本論文の主要な目的は、エラスムスの多岐多彩な知的営為を思想世界という形で内在

的かつ総合的に捉え、歴史的に再構成することである。その際、エラスムスの政治思想

を中心に据えつつも、同時にそれと彼の人間論、言語論、教育論、神学論との関係性に

注目し、「政治的なるもの」と「非政治的なるもの」とのダイナミックな統合がいかに

試みられているかを解明しようとしている。以下、本論文の内容を簡単に紹介する。 

序論の冒頭でまず研究意義について述べられるが、河野君は、従来のエラスムス研究

では、文学、神学などへの関心が中心的で、政治思想を扱ったものが希少な上、それら

を総合的に捉えようとした研究書がほとんど存在しないことを指摘する。とりわけわが

国においてそうした傾向は顕著であり、エラスムスの政治思想を扱った単著が一冊も存

在しない事実を重く見、自らの目標がそうした現状の打破であることを示唆する。 

 もちろん、こうした状況の背景には、そもそもエラスムス自身が政治思想について体

系的に論じていないという事実、そして多岐にわたる主題を扱った膨大な著作群を相互

に関連づける理論的枠組がいまだに構築されていないという学問的状況もある。そうし

た困難が立ちはだかる中、河野君は「可謬性」と「改善可能性」という概念に着目し、

それらこそがエラスムスの人間論を形づくる中心的概念であるとの認識の上、「時間的

猶予」を旨とする時間論的視座から、エラスムスの思想世界における政治思想の位置づ

けと意義、そしてそれと人間論、言語論、教育論、神学論との内的関連を明らかにしよ

うとしている。 

なお、河野君は「現代的意義についても本論では時代錯誤的な解釈に陥るのを避ける

ためにあえて言及を差し控えたい」と述べてはいるものの、西欧政治思想史研究の現状

に対しては批判的な眼差しを向け、エラスムス研究を通じてより豊かなもしくは射程の

広い「政治的なるもの」の捉え方を模索しているように見える。これについては「評価」

の箇所で再び触れることにする。 



 序論一節第二項（「構成」）では、論文の主要な論点として、改めて「人間に存する可

謬性と改善可能性との緊張関係」が強調され、それが時間的猶予の問題と密接に関連し、

しかも時間的限界の局面においてエラスムスの政治性が明示的に現われることが説明

される。これは第五章で本格的に論じられる主題でもあるが、第五章こそが本論文のコ

アをなしており、その他の章の議論も基本的にはそこへと収斂していくと考えられる。

また、大まかな区分として、第一章から第三章までが「言葉による説得を通した教育や

規律における政治性」に力点を置いた議論、第四章から第六章までが「言語による教導

の政治性を踏まえ、世俗的問題のみならず神学的問題においても発動される権力作用の

政治性を検討し、エラスムスの人間観」を明らかにする試みとして位置づけられる。ま

た、研究アプローチとしては、第三章、第四章、第五章がより哲学的で、第一章、第二

章、第六章がより歴史的であるとされる。 

 序論の後半では先行研究のサーベイが行われる。二部構成になっており、「古典的解

釈」と「近年の研究動向」というタイトルのもと、研究史とその背景にある争点・論争

がわかりやすく整理されている。 

 第一章（「中近世における〈君主の鑑〉論とエラスムスの君主論」）では、古代から中

世、近世へと連なる「君主の鑑」論の伝統を概観した上で、そうしたコンテクストにお

けるエラスムスの君主論の位置づけと特徴を明らかにする。ここで主として扱われてい

る文献は宗教改革以前に著されたものであり、特にブルゴーニュ公国の君主らに捧げら

れた『美徳の追求についての弁論』、『パネギュリクス』、『キリスト者の君主の教育』で

ある。同時代のブルゴーニュやヴァロア朝の廷臣による君主への助言が君主権の一層の

伸長を促したり、キリスト教的敬虔を蔑ろにしたりする傾向にあるのに対して、エラス

ムスは逆に王権の抑制やキリストを模範とする必要性を唱え、そのための教育を重視し

たことが説明される。そして、ジョン・ソールズベリ以来の「君主の鑑」論の伝統を踏

襲しつつも、教育の対象に市民を含むなど、一定のイノベーションを行なっている点が

エラスムスのオリジナリティとして強調されている。 

 第二章（「中世の継承者としてのエラスムス」）では、一五二〇年代に行われた保守的

なカトリック神学者、ルター主義者、キケロ主義者との論争に焦点が当てられ、エラス

ムスが中世思想の何を批判し、何を継承したかが明らかにされている。保守的なカトリ

ック神学者に対する批判は、宗教改革以前に著された『反野蛮人論』と『痴愚神礼讃』

において既に表明されているので、これらの二著作がまず分析される。その際、エラス

ムスが一部のスコラ神学者の主張を痛烈に批判しつつも、それがスコラ哲学の全面否定

を意味せず、むしろ教父以来の思想的伝統や修辞学を積極的に取り入れた点にエラスム

スの中世思想継承者の姿を見ている。また、ルター主義者およびルターとの論争を扱う

節では、ルターへの反論書『奴隷意志論』と『ヒペラスピステス』の考察を通じて、エ

ラスムスの立場が先と同様、教父とスコラ哲学の部分的継承となっていることが示され

る。なお、エラスムスのキケロ主義者批判の特徴と意義は『キケロ主義者』と題する著



作の検討を通じて説明されるが、ここでも中世の思想的伝統との連続性が指摘される。

そしてこのように多様な論敵と論争しつつも、エラスムスには一貫して追求した課題が

あったと河野君は説明する。それは「キリスト教的敬虔を目的として、教父を媒介とし

て中世において受け継がれてきた修辞学を中心とした学問を修得したうえで、名誉ある

行いへと人々を説得すること」（四二頁）である。これは本論文の中心的テーゼとも結

びつく重要な論点であることが、改めて強調される。 

 第三章（「エラスムス『リングア』における言語と統治――功罪と規律」）では、エラ

スムスの言語論と統治論との内的連関が探求される。前半の議論では一五一〇年代半ば

に著された二著作『戦争は体験しない者にこそ快し』と『平和の訴え』が吟味され、「中

世キケロ主義」との類似性が指摘される。「中世キケロ主義」は、前章で扱った「キケ

ロ主義」とは異なり、キケロの理性と言語双方を重視するという立場に依拠し、ジョン・

ソールズベリにその中世的表現を見る思想的伝統であり、エラスムスがそれを肯定的に

評価している点が指摘される。とはいえ、エラスムスは「中世キケロ主義」の伝統の枠

内にとどまらず、言語の危険性と弊害を強調することにより、自身の政治的主張に結実

する独自の言語論を展開することになる。この言語論の独自性が一五二〇年代の論争の

最中に執筆された『リングア』の分析を通じて明らかにされる。舌はいわば諸刃の剣で

あり、祝福や利益をもたらしうる一方、一歩間違えれば危険や破滅をもたらす。この負

の側面を強調する点、舌の二面性と同時に言語の規律の重要性を訴える点がオリジナリ

ティとして挙げられる。舌の規律と精神の規律と為政者による統治の規律は連動してお

り、理性によって情念を制御することが必要なのである。くわえて、習慣が本性の一部

になる傾向があるとの認識から、その言語論もまたエラスムスの教育学的、政治学的関

心に由来するものであることが確認される。 

第四章（「エラスムスにおける善悪・運命・自由意志」）では、言語にまつわる政治性

の問題が念頭に置かれつつ、エラスムスの善悪・運命・自由意志に関する議論が検討さ

れる。そのなかでエラスムスの思想世界における人間本性の位置づけが検討され、理性

と情念、可謬性と改善可能性との間で揺れ動きながらも「魂の向け換え」を目指すべき

とされる中間的存在としての人間観が、（新）プラトン主義との関連で論じられる。エ

ラスムスの思想におけるプラトン主義の影響については、既に先行研究がその可能性を

示唆しているものの、いまだ十分に解明されていない。こう主張する河野君は、エラス

ムスによるプロティノスら新プラトン主義者への直接的言及がほとんど存在しないゆ

え、完全な論証は難しいと断りつつも、新プラトン主義の影響を大きく受けたルネサン

ス期および古代の思想家たちの考えがエラスムスの著作の中でどう扱われ、どう評価さ

れているかを明らかにすることにより、その輪郭を浮き上がらせようとしようとしてい

る。ここで注目される著作が『エンキリティオン』と『ヒペラスピステス』である。 

 第五章（「エラスムスにおける〈寛恕〉と限界」）は、序章でも予告されている通り、

本論文の全体の議論が収斂していくコアの章であり、ここでエラスムスの政治思想の特



徴とそのオリジナリティが先鋭に示されることになる。前章までの議論で明らかになっ

たように、エラスムスは人間の可謬性と改善可能性との緊張関係を強調するわけだが、

そうした見方が「時間的猶予」を前提とする「寛恕」論と結びつくことにより、権力作

用としての政治が顕在化する契機が同定されると同時に、エラスムスの考えるもう一つ

の政治――言葉による説得を重視し、改善可能性や救済を志向する「教導における政治

性」――も明らかになる。しかも、こうした固有の政治の捉え方とエラスムスの「寛恕」

論は密接に関連していると説明される。なお、河野君は、clementia の訳語として「寛容」

より「寛恕」の方が適切であると考える。というのも、エラスムスは宗教的異端への対

処の問題だけでなく、君主による統治のもとでいかに改善可能性および魂の救済が可能

になるかという問題も追求したのであり、「権力者の裁量で与えられる〈寛恕〉は、上

からの〈下賜としての寛容〉として捉えられうるものであり、相互的な〈寛容〉という

視角では見えない教育学、政治学、神学の連続性は、〈寛恕〉という上からのパースペ

クティブによってはじめて捉えうるものとなる」（九二頁）と考えたからである。 

 第六章（エラスムス政治思想における〈医術〉）は最終章であり、ここでは医学的メ

タファーをエラスムスがどのように用いているかを分析することにより、中世までの医

学的メタファーとの違いを明らかにすると同時に、彼の思想世界における医術メタファ

ーの政治的インプリケーションを解明しようとしている。そして、『医術礼讃』にはエ

ラスムス独自の予防医学的視点を見出すことができるとした上で、他の著作に現れる医

学的メタファーと比較考察することにより、また暴君への抵抗の問題などに焦点を当て

つつ、エラスムスの政治思想の変遷過程を明らかにしようとしている。また、医術と統

治の関係性について論じるなかで、人間の作為の契機を重視する視点をも析出し、それ

がエラスムスの政治思想の重要な要素になっていることを指摘する。 

 

三 評価 

 

 以上からわかるように、河野雄一君の学位請求論文は、これまでわが国では本格的に論

じられることのなかったエラスムスの政治思想の全体像を、「可謬性」と「改善可能性」と

の緊張関係に立つ人間観に焦点をあてることによって、明らかにしようとしたものである。

一次資料はもちろんのこと、内外の二次研究を丹念に探究したうえで、独自の解釈を提出

している点は大いに評価できる。 

わが国では、一般的に初期近代の政治思想研究においては、その近代の萌芽を探るもの

や、近代以後に政治概念の中心となる政治権力の問題を論じる研究が多いが、河野君は古

代、中世、そして同時代の思想的言説との関連でエラスムスの政治思想を論じ、さらには

そこにおける時間概念の重要性とその意義を明らかにしている点で画期的である。 

河野君の研究が読み手に、西欧政治思想史の時代区分にかかわる見直しを改めて迫っ

ている点は、次のような意味でも評価に値する。教科書的には、ルネサンスと宗教改革



から近代が始まる、とされる。これに対し、エルンスト・トレルチは『ルネサンスと宗

教改革』において、特に十六世紀宗教改革の中世性を指摘した。しかるに河野君は、（北

方）ルネサンスの（古代・）中世性をアピールした、といえよう。否、あえて踏み込ん

だ読み込みを行うなら、河野君描くところのエラスムスは、西欧の（古代・）中世の思

想的伝統の頂点に位置している、とさえいえる。このことがさしあたって含意するのは、

西欧思想の連続性である。けれども、たとえば河野君が、中世とエラスムスの政治思想

に特徴的な医術のメタファーの中に「作為」の契機を見出したように、ここでの思想的

伝統は近代性を内に秘めるものでもあった。つまり、河野君は、西欧政治思想史の重層

性を描き出すことに成功しているのである。 

 さらに、以下の点も評価に値する。 

まず、言語や時間などが有する政治性に着目することにより河野君は、権力の契機を

重視した結果「国家論の特定の主題ばかりが扱われてきた」（四頁）西欧政治思想史研

究の方向性に対して、根本的な批判を加えているといえよう。この点は、論文の独自性

と同時に河野君の野心的な姿勢を示すものである。 

と同時に、言語（活動）が有する限界をエラスムスが意識していた点を指摘したこと

（六四頁）は、ルネサンス知識人と言語への積極的関心との結びつきが当然視される中

にあって、エラスムスの思想と１６世紀人文主義の奥深さをあらためて浮かびあがらせ

ている。 

また、同時代の知的世界に大きなインパクトを与えた宗教改革運動を再検討する視座

も、河野君の論考は示唆している。エラスムスによるルター批判の眼目のひとつを河野

君は、後者が「自由意志を巡る中世の伝統的解釈」（三七頁）を軽視して、「反歴史的態

度」（四二頁）に終始している点に求めているが、これはポテンシャリティに富む指摘

であろう。というのも、中世的なるものに対する徹底した批判ということでその共通性

が語られるエラスムスとルターではあるが、両者の中世観における差違は、「北方ルネ

サンス」と「宗教改革」の共同戦線の破綻を考える際に、重要な論点となるからである。 

以上、評価すべき点は多々あるが、問題や残された課題がないわけではない。 

まずは、時代区分に関わる問題点について。古代・中世や同時代の思想について論じ

る際、参照されている文献は二次資料が中心であり、また直接に政治思想の文献と関連さ

せて論じている箇所が少ない。とりわけ、第四章においてエラスムスの人間論はプラトン

主義的であると規定されているが、そのこととそれ以前の第二章で述べられているアリス

トテレスやキケロ、さらにトマス・アクィナスなどとの関連性はより直接的に議論してい

く必要があるだろう。 

 また、副題にある「規律」の概念の説明が不十分であると思われる。一般的に「規律」

の概念は「権力」の問題とともに近代以後に注目されているものであり、この点でエラス

ムスの規律概念の内容や独自性についてより詳細な議論が展開されてもよいだろう。とり

わけ、「規律」とは誰にとってのものであるのか、この点で「市民教育」や市民の政治参加



の問題と関連させて論じることが望ましい。 

さらに河野君は、エラスムスの思想を浮かびあがらせるために、しばしばルター（と

その宗教改革運動）との比較を行っており、多くの場合、高い妥当性のある知見を導き

出している。しかし、ツヴィングリやカルヴァンなどエラスムスに好感を抱き続けた宗

教改革者たちがいたのも確かなのであって、だとすれば、そうした「エラスムスびいき」

の宗教改革者たちへの言及を文中でもっと行えば、「ルネサンスと宗教改革」というひ

と言で済ませられがちな十六世紀西欧思想の奥行きを読み手により伝えられたかもし

れない。今後の検討課題としていただきたい。 

 なお、細かい個別的な論点についても指摘すべきことがいくつかあるので、以下列挙す

る。 

可謬性と改善可能性の狭間に生きようとしたエラスムスの説明は興味深いが、その実

像は、「義人にして罪人」であることを意識し続けたルターのそれと、実は通底してい

るのではないだろうか。少なくとも後者を「善悪二元論的」（一頁）と断じるのは、問

題であろう。 

加えて、三二頁で示されているとおり、ネーデルランドで栄えた Devotio Moderna は

「後期」中世文化を代表する宗教運動である。そして、この宗教運動が同郷人エラスム

スに大きな影響を与えたことは、多くの論者が指摘しているところである。しかし、そ

うだとすると、河野君がエラスムスとの連続性を強調する中世思想と、この運動が体現

する「中世性」との関連を詳述すべきではないだろうか。とりわけ三三頁では、「後期

中世文化」を「スコラ哲学に代表」させ、それに対してエラスムスが「否定的態度」を

とったとしているので、この問題は河野君の中世（思想史）理解の試金石にもなるはず

である。 

 最後に、日本語の表現上の難点を指摘したい。 

ニュアンスに富むエラスムスの文章を訳出することの困難は理解できるところであ

るが、いささか読みにくい引用訳文が散見された。 

 また、「改善可能性は人間に与えられた時間的猶予のうちにあり、その猶予が限界を

迎え可謬性と改善可能性とがせめぎあうところに、エラスムス思想の政治性が現出する」

（一頁）という一文、および「統治において〈寛恕〉の限界が生じたときには強制力を

もって対処せざるをえない。まさにこの〈寛恕〉の限界が生じたときにこそ、エラスム

スにとって真の政治、すなわち隣人愛に基づくキリスト教教義に還元されない権力作用

としての〈政治〉が立ち現われる瞬間である」（九四頁）という表記は、本論文の最も

独創的にして評価に値する論点に関わるゆえ、その誤解を招きかねない表現には再考が

求められる。「時間的猶予」を中心に展開する河野君の議論は、主として「政治以前の

こと」を論じたに過ぎないのではないか、という疑問を誘発しかねないからである。 

だが、河野君の解釈（そしてエラスムスの政治思想の）最大のオリジナリティは、ま

さに「時間的猶予」という考えによって通常なら「非政治的なるもの」（「政治以前のこ



と」）として理解される事柄を政治的営みの一環として捉えるところに求められていた

はずである。時間軸を拡張し、時間的猶予の限界の前後、さらには世俗的時間の先まで

を連続的に捉えることによって、政治思想と人間論、言語論、教育論、神学論との内的

関連性を示そうとした点が、表現の問題によってぼやけてしまうのであれば、それは非

常に残念であり、したがって、今後の課題として、エラスムスの思想における「政治」

の特徴と位置づけについてより詳しく説明してほしい。 

 

四 結論 

 

以上のように問題や課題は残るものの、全体としての本論文の価値をいささかも損なう

ものではない。本論文が頗る独創的にして高水準な内容を有していることは疑いない。 

 したがって、審査員一同は、河野雄一君の本論文を博士（法学）（慶應義塾大学）の学位

を授与するにふさわしいと判断し、その旨をここに報告する次第である。 
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